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中川 英彦          
              裁判員制度 
 
制度に対する国民意識 
  
・裁判員制度に対する国民の反応 
 

意 義 
 
 ・国民の公共精神を養成する学校 
 
 ・市民感覚を判決に反映 
 
制度設計の前提 
 
 ・国民負担を極力軽くすること 
  
 ・小さく産んで大きく育てること（制度を徐々に発展させてゆく） 
 
具体的制度設計 
 
 ・対 象  刑の重い重大犯罪に限定 
 
 ・人 数  裁判官と同数以下 
 
 ・評 決  有罪無罪の判断及び量刑については原則多数決。但し、裁判官

と裁判員の意見が分かれたときは、裁判官意見を優先 
 
 ・選 任  無作為抽出は候補者の選出と認識 

委員会等で適任者選出、プール方式などを検討すべき 
 

・補 償  危険からの保護及び損失補償 
 
・公判手続き 迅速化及び裁判員に分かりやすい手続き 
 



提 案 
 
 ・試行期間の設定. 
  
・広報および教育 

 
 
 
                            以  上 


